
言条n 
第
四
項

条前

第
一一一也

項

5 
九

外
悶
悶
披
口
態
管
理
機
関

八

外
国
一
再
開
諸
口
盤
管
理
機
関

七

振
替
記
載
等

い
w

つ。

叩ふa 

/¥ 

第 第 第 第 言有 滴
格
外
国
納
付
分
業
者
の
営
業
所
又
は
事
務
所
の
う
ち
、
条
約
楠
手
間
等
に
一
所
在
ず
る
も
の
を

韻
条
第
五
項
第
七
号
に
議
定
す
る
外
間
再
開
間
接
口
康
管
理
機
関
を
い
う
。

鏑
条
第
蕊
現
第
八
号
に
耀
定
す
る
外
悶
問
機
口
盛
管
理
機
闘
を
い
う
。

前
条
第
二
項
、
第
四
項
、
第
六
項
か
ら
第
八
噴
ま
で
、
第
十
理
か
ら
第
二
十
項
ま
で
及
、
び
第
二
十
一
一
項
の
規
定
は
、
特

定
娠
替
社
境
等
の
和
子
に
つ
い
て
準
思
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
埠
定
中
間
表
の
中
構
に

掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
問
畿
の
下
轄
に
掲
げ
る
学
勾
立
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

特
定
閣
外
営
業
所
等

議
条
第
五
項
第
六
号
に
規
定
す
る
振
替
記
載
等
を
い
う
。

五 ま王 主主 一
項

項
条 条
の のの

及び
一
第 第 期前

一 一項

項又の項 後項段

は j

第 第第
次条

五百 条
条 条 条
五 第次

第

J，~ 

， 

4戸

、

の の の
一 一 一一 一一…一

一
項 現

第協第
及び

項項 項後段又の�  
iま
第

第

項

く
項
後

O 
段� 



C 

定、

今

ー，

O 


条前A前� 
第

恨/み、手八
現項

ま
第

項
第

定す

以下

号第第
-. I 

問。 第iJ::欝振審替さす
が地れ が替�  

ロ 税 務 現所 第所有き

次
次第条有所期 次条第話項錦おに 、

明第
項第同債同るたと債方母同 璃第

間 後段項
四

可乞コ

し長 期 又
i

明縮機話t提議治諮明

条IJ日
第 第A< 

七
璃

若謙一有期

i開く 鰐こ

現時
河点ミ

第
間 問四

て対
い一

璃第
細明欝

一 五
号所有自 規
又
は
第

総 (繋務� 
号� 

と
v しヨ し一� 

のう。
現

〉が 及び

第十

O 




O 


前条章要第十

明

裏第十
現

定書接
すが替

税務る 項第開 債所国

署 二 有間期長号
にイ�  

提 に 高明額
出ー規

項� i河
おに 第壊

い一
て号

所

童手
明議

細審 類〈

以
と下�  
しミ� 

v 
」冊

うひ の
環

〉が 及び� 

i弓
号

号

瑛第

ま
第

文
L立
鍛

一

♂第主Aィ失だ、也

議第

3え� 
l

号� 

第

現錨� 

環滞

号� 

次河舟ミ

第

下とこ7I 

下以
v 
え噛-

の� a守ζ之

第

巧広コ

及び
第

一一項� 

地掻

方積 替医

f責
又
iま
当

該振

替

結醤 擦

地替

間
明

総議

一
磯鱗

ロ

発次

第

境構

議方摂

有陪期

細審明

仁

〈三}

L 
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若
し

は
搬� 

十
項

、� 
カ� 3第 第 替 さ'

》

-
ザ

方農務
若書 振替

仏閣 土復 れ第条開 条第同 れ 十 五 第

前
条
第

れ たしら 条事
ι1の の五 議再第
き

当間

項
又
は� 

準
用
す

酬. 議題所く
;ま有顛そコ

規定 一第
1m Rク~の� 九

く
書

振替
離号身 縮明

幸 有期間
明纏

地

、

エ関
第tlや， カ� T所i湾

条第同 同第法防� 次
の

五 有
ユ頁� 条 条第

お の五1m 

現
第� 

期間

ぃ亡
し1

第
一条

環第 細明の 頃
五 一� 第五 書
7仁� 7ヨ 第 項

る 掻

読

現� 

喜替社|句

第
五
条 の
め 事IJ

子
第 の
十諜
現税

の
特

m 


手ラ

c 
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特
定
擬
勢
社
態
別
等
の
持
行
を
し
た
者
で
第
一
市
明
文
は
第
一
一
一
明
後
設
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
も
の
と
し
て
当
該
特
定
援
潜

社
債
等
の
利
子
に
つ
き
所
得
税
法
第
一
一
道
十
一
一
条
の
規
燈
に
よ
る
所
得
税
の
徴
収
を
し
な
か
っ
た
も
の
は
、
政
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
発
行
を
し
た
者
の
特
縁
関
係
者
で
あ
る
非
居
住
者
又
は
外
器
法
人
お
氏
名
又
は
名
称
及
び
留
外

に
あ
る
住
所
若
し
く
は
居
所
又
は
本
語
若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
の
一
抹
在
地
そ
の
抱
の
慰
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載

し
た
響
類
を
義
務
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

特
ゅ
は
搬
欝
投
機
等
の
利
子
の
支
払
そ
受
け
る
者
が
特
殊
関
保
選
で
あ
る
か
ど
う
か
の
判
定
そ
の
他
第
一
一
明
の
規
設
の
嬢

用
に
調
し
、
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

同
条
第
十
九
凄

( 


<"， 

、

九項 第条問

五
議

お� 
V~ 

て
準

用す
〔

る

法罰

第
五
条
の

ご
般
民
附
山
部
外
錦
織
い
そ
叶
民
間
脳
外
機
」
北
改

第
六
条
第
一
項
中
「
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
一
討
ま
で
の
間
」
を
「
以
後
」
に
、

じ
。
)

の
う
ち
罰
項
に
規
定
す
る
指
定
畏
開
国
外
債
以
外
の
も
の

(
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

う
い
を
「
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
い
に
、

ご
般
民
間
国
外
讃
の
い
を
「
民
間
国
外
出
燃
の
」
に
改
め
、
同
条
欝
ニ
磯
中

「
か
ら
平
成
一
一
十
一
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
問
」
を
「
以
後
」
に
、

「
第
十
一
項
に
お
い
て
関

ご
般
民
間
国
外
出
演
」
と
い

第十� 
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~ 
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二

六

め
、
同
条
第
三
項
中
「
一
般
民
間
国
外
債
」
を
「
民
間
国
外
債
」
に
、

「
、
第
八
十
一
条
の
十
四
第
一
項
及
び
第
百
条
第

項
」
を
「
及
び
第
八
十
一
条
の
十
四
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
一
二
十
一
日
ま
で
の

間
」
を
「
以
後
」
に
、

「
一
般
民
間
圏
外
債
(
本
庖
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
す
る
国
又
は
地
域
に
お
け
る
そ
の
所
得
に

対
し
て
課
さ
れ
る
税
の
負
担
が
本
邦
に
お
け
る
法
人
の
所
得
に
対
し
て
課
さ
れ
る
税
の
負
担
に
比
し
て
著
し
く
低
い
も
の
と

し
て
政
令
で
定
め
る
外
国
法
人
に
よ
り
発
行
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
第
七
項
及
、
び
第
八
項
」
を
「
民
間
国
外
債
(
そ
の
利
子

の
額
が
当
該
民
間
国
外
債
の
発
行
を
す
る
者
又
は
当
該
発
行
を
す
る
者
の
特
殊
関
係
者
(
民
間
国
外
債
の
発
行
を
す
る
者
と

の
聞
に
政
令
で
定
め
る
特
殊
の
関
係
の
あ
る
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
)
に
関
す
る
政
令
で
定
め
る
指
標

を
基
礎
と
し
て
算
定
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
次
項
、
第
六
項
、
第
十
項
及
び
第
十
二
項
」
に
、

項
」
を
「
及
、
び
第
八
項
目
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
条
第
五
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

O
「
、
第
七
項
及
び
第
十 

前
項
の
規
定
は
、

民
間
国
外
債
の
発
行
を
す
る
者
の
特
殊
関
係
者
が
支
払
を
受
け
る
当
該
民
間
国
外
債
の
利
子
に
つ
い

て
は
、
適
用
し
な
い
。

第
六
条
第
十
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
を
削
り
、
同
条
第
九
項
中
「
第
七
項
に
」
を
「
第
八
項
に
」
に
、
「
一
般
民
間
国
外

債
を
い
う
」
を
「
民
間
国
外
債
を
い
う
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
二
般
民
間
国
外
債
」

を
「
民
間
国
外
債
」
に
、

及� 



ぐ� 

r 

t 

O 
t二

び
内
国
法
人
」
を
で
内
匿
法
人
」
に
改
め
、

「
諮
く
。
)
」

の
下
に
「
並
び
に
当
該
民
間
冨
外
債
の
発
行
を
す
る
者
の
持

殊
関
係
者
で
あ
る
非
屠
住
者
及
、
び
外
閣
法
人
」
を
加
え
、
問
項
第
二
号
中
「
一
般
設
問
屋
外
出
演
」
を
「
民
間
国
外
出
演
」
に
、

「
、
問
役
者
又
は
内
鰭
法
人
い
そ
っ
居
住
者
、
内
間
部
法
人
又
は
当
館
民
間
留
外
措
闘
の
発
行
を
す
る
者
の
特
殊
関
謀
者
で
あ

る
非
賠
住
者
載
し
く
域
外
臨
法
人
」
に
、

「
鐸
鵠
寝
本
文
及
び
第
六
噴
い
そ
「
第
昭
明
快
及
が
第
七
項
い
に
、

「
錦
七
瑛
い
そ

「
第
八
項
」
に
改
め
、
開
号
イ
中
「
又
は
内
国
法
人
」
を
つ
内
因
法
人
又
は
当
該
民
間
闘
外
積
の
発
行
を
す
る
衰
の
特
殊

関
係
者
で
あ
る
非
呈
住
者
若
し
く
は
外
冨
迭
人
」
に
改
め
、
問
項
を
開
条
第
十
項
と
し
、
持
条
第
八
項
中
「
第
四
項
本
文
」

を
「
第
四
璃
ぐ
に
、

「
か
ら
平
成
二
十
二
年
一
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
問
」
を
「
以
後
」
に
、

「
一
般
民
間
国
外
出
演
」
を
で
民

問
国
外
憐
」
に
、

「
氏
名
」
そ
「
民
間
器
外
様
(
そ
の
利
子
の
額
が
当
該
民
間
医
外
績
の
発
行
を
す
る
者
又
は
当
該
発
符
を

ず
る
者
の
特
殊
関
係
者
(
民
間
悶
外
僚
の
強
行
後
ず
る
者
と
の
問
に
政
令
で
窓
め
る
特
殊
の
関
係
の
あ
る
者
を
い
う
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
詞
じ
。
)
に
関
す
る
政
令
で
定
め
る
摺
擦
を
基
備
と
し
で
算
恕
さ
れ
る
も
の
申
伎
除
く
。
次
慣
例
、
第
六
項
、

第
十
項
及
、
び
第
す
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
〉
」
と
あ
る
の
は
「
民
間
冨
外
領
」
と
、

「
誌
名
」
に
、

「
、
話
現
第
一
認
可
」
を

「
、
話
項
や
「
場
合
(
当
該
特
定
民
問
題
外
出
演
の
発
行
を
す
る
者
の
特
殊
顎
捺
者
が
支
払
を
受
け
る
場
合
を
徐
く
。
)
」
と

あ
る
の
は
「
場
合
」
と
、
同
現
第
一
間
ぎ
に
、

「
「
外
器
法
人
」
を
「
「
及
、
び
外
罰
法
人
」
に
改
め
、

同
項
を
出
向
条
第
九
項 

‘ ‘.. 
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お
第
四
項
の
規
定
は
、
盟
内
に
一
恒
久
的
施
設
を
有
す
る
非
是
住
者
が
支
払
を
受
け
る
畏
掲
冨
外
積
の
利
子
で
そ
の
者
の

出
け
に
お
い
て
行
う
事
業
に
組
仰
せ
ら
れ
る
も
の
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
韓
吊
し
な
い
。
こ
の
場
合
立

て
、
当
競
非
居
住
者
が
、
問
璃
の
規
定
に
よ
る
非
課
税
鰭 

申
告
議
を
提
出
し
て
お
り
、
か
っ
、
当
核
民
間
調
外
機

の
強
行
後
ず
る
者
の
特
殊
関
孫
饗
で
な
い
と
さ
は
、
当
該
支
払
授
受
け
る
利
子
に
つ
い
て
辻
、
所
得
税
法
第
二
百
十
恥
一
条

の
規
定
は
、
噛
用
し
な
い
。

mm

第
六
条
第
十
三
項
中
「
か
ら
平
或
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
」
を
「
以
後
」
に
、

み
し
、
開
条
第
七
現
山
中
「
か
ら
平
成
一
一
十
一
一
年
一
一
一

…
設
ま
で
の
問
い
を
「
以
後
い
に
改
め
、
ご
般
球
開
国
外
畿
の

う
ち
い

を
削
り
、

「
受
け
る
織
物
合
い
の
下
に
「
〈
当
銭
特
定
畏
際
閣
外
債
の
発
行
を
す
る
審
の
特
殊
関
係
者
が
支
払
を
受
け

る
場
合
を
除
く
。
)
〕
を
加
え
、

「
第
十
四
項
」
を

「
第
十
一
一
一
項
」
に
ー

「
第
九
項
」
を
「
第
十
項
」
に
改
め
、
同
事
第
一

号
中
「
す
べ
て
」

の
下
に
「
当
該
特
定
民
間
国
外
出
演
の
発
行
を
す
る
者
の
特
殊
関
係
者
で
な
い
」
を
加
え
、
日
間
寝
第
二
号
山
中

「
又
詰
内
国
法
人
」
を
「
、
内
属
法
人
日
入
は
当
誠
特
定
奥
州
問
題
外
債
の
発
行
を
す
る
者
の
特
殊
関
係
者
で
あ
る
非
殿
往
者
若

し
く
は
外
悶
法
人
い
に
改
め
、

吋
の
う
ち
い
の
下
に
「
当
該
幹
窓
氏
関
関
外
僚
の
兜
り
を
す
る
者
の
特
殊
関
係
者
で
な
い
い

を
加
え
、
向
畑
慣
を
同
条
第
八
議
と
し
、
邸
内
条
第
六
項
を
間
関
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
瓦
項
の
次
に
次
の
一
一
地
ハ
を
加
え
る

。

八

「
第
六
条
第
十
一
一
一
項
」
を

J 
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「
第
六
条
第
十
一
項
」

に
改
め
、
向
車
ハ
ゆ
笠
原
内
条
第
十
一
噴
と
し
、
間
内
務
め
次
に
次
の
一
現
在
結
え
る
。

民
間
冨
外
震
の
発
行
を
し
た
者
で
第

項
又
は
第
六
項
後
段
の
震
定
の
適
用
が
あ
る
も
の
と
し
て
当
該
民
間
霞
外
穫
の

利
子
に
つ
き
所
得
続
法
第
二
百
十
二
条
の
農
山
廷
に
よ
る
所
得
税
の
犠
較
を
し
な
か
っ
た
も
の
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
当
該
発
…
討
を
し
た
者
の
特
殊
側
関
係
密
で
あ
る
非
般
住
者
又
は
外
留
法
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
聞
外
に
あ
る
投

所
若
し
く
は
混
泊
所
又
地
本
庖
若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
そ
の
佑
の
財
務
省
令
で
殺
め
る
事
項
を
記
載
し
た
饗
額

を
税
務
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
条
第
十

項
中
ご
般
民
間
圏
外
護
」
を
「
民
間
国
外
出
演
」
に
改
め
、

問
項
を
同
条
第
十
ご
一
項
と
す
る
。

第
八
条
の
三
第
一
点
項
中
「
、
第
八
十
一
条
の
十
四
第
一
項
及
、
部
第
百
条
第
一
一
頃
」

を
「
及
ぴ
第
八
十
一
条
の
十
賠
第
一

理
ぷ
に
改
め
る
の

第
九
条
の
密
第
三
項
第
一
号
中
「
第
一
一
一
十
四
号
の
一
一
一
」
を
「
第
三

四
号
の
四
」
に
改
め
、

の
」
の
下
に
「
(
以
下
こ
の
項
及
、
び
次
項
む
お
い
て

「
準
支
払
者
」
と
い
う
。
)
」
を
、

払
者
が
ふ
父
討
す
る
場
合
に
は
、

問
問
十
五
器
内
抗
内
)
い
を
加
え
、
細
川
条
第
査
項
中
「
一
月
一
一
一
十
一
自
」

が
交
付
す
る
場
合
に
は
、
問
年
一
一
丹
十
五
倍
〉
い
を
加
え
る
。 

問
問
条
第
四
項
中
「
定
め
る
も

ご
月
以
内
」

の
下
に
「
(
準
支

の
下
に
「
〈
準
支
払
者

< 
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九



L 

る
第
九
条
の
一
一
期
問
項
中
「
、
第
八
斗
!
一
条
の
ふ
1

四
第
一
一
明
及
び
第
百
条
第
一
項
」
を
「
及
び
第
八
十
…
条
の
十
四
第
一

現
」
に
改
め
る
。

第
九
条
の
四
の
一
一
の
見
出
し
を
「
(
上
場
誌
券
投
資
信
託
等
の
償
還
金
等
に
係
る
課
税
の
特
例
〉
」
に
改
め
、
自
問
条
第
一

慣
例
中
「
内
罰
法
人
」
の
下
に
「
〈
所
得
税
法
別
表
第
一
に
捕
、
げ
る
内
国
法
人
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
興
じ
。
〉
」
を

え、

「
公
社
債
投
資
総
託
以
外
の
龍
券
投
資
信
託
〈
そ
の
設
定
に
係
る
受
益
曜
の
募
集
が
次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
募
に

よ
り
行
わ
れ
た
も
の
の
う
ち
、
」
を
「
次
に
掲
げ
る
器
託
台
記
改
め
、

「
も
の
と
し
、
特
定
株
式
投
資
信
託
を
除
く
」
を

割
り

「
上
場
証
券
投
資 
一
信
託
」
を
「
上
場
蓋
券
投
資
{
信
託
等
」
に
改
め
、
岡
市
慣
に
次
の
各
号
晶
化
加
え
る
。

公
社
債
投
資
信
託
以
外
の
証
券
投
資
矯
紙
で
そ
の
設
定
に
係
る
受
益
維
の
募
集
が
次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
募
に

4

よ
り
行
わ
れ
た
も
の
(
特
定
綜
式
投
資
信
託
を
除
く
。
)

件
付
定
受
議
誼
券
発
行
信
託

第
九
条
の
盟
の
二
第
二
壌
か
ら
第
閉
山
積
ま
で
の
規
定
中
「
上
場
証
券
投
資
信
託
」
を
「
上
場
誼
券
投
資
口
信
託
等
」
に
改
め

第
九
条
の
笈
第
一
一
唄
中
「
上
場
証
券
投
資
倍
託
」
を
「
上
場
証
券
投
資
~
信
託
等
」
に
改
め
る
。 

。




第
九
条
の
ふ
ハ
を
削
る
。

第
九
条
の
五
の
ニ
を
第
九
条
の
ふ
ハ
と
す
る
。

第
九
条
の
七
の
見
出
し
を
「
(
相
続
財
産
に
係
る
株
式
を
そ
の
発
行
し
た
非
上
場
会
社
に
譲
渡
し
た
場
合
の
み
な
し
配
当

課
税
の
特
制
約
)
」
に
改
め
、
同
条
第
一
寝
中
立
…
前
条
第
一
明
に
規
定
す
る
上
場
会
社
等
」
を
「
金
融
商
品
敷
引
法
第
二
条
第

十
六
壌
に
規
定
す
る
金
融
践
品
取
引
所
に
上
場
さ
れ
て
い
る
株
式
そ
の
鰭
こ
れ
に
類
す
る
も
の
と
し
て
政
令
で
殺
め
る
株
式

を
発
行
し
た
株
式
会
社
」
に
設
め
、
第
二
章
第
一
館
中
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

〈
非
難
税
口
腔
内
の
少
額
上
場
株
式
等
に
係
る
艶
当
一
所
得
の
非
課
税
)

第
九
条
の
八

措
住
者
又
は
閣
内
に
悩
久
的
鶏
殺
を
夜
ず
る
非
恕
殺
者
が
第
一
ニ
ム
1

七
条
の
ふ 

悶
第
証
明
第
…
号
に
規
定
す
る

金
時
磁
高
品
取
引
業
者
等
(
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
金
融
商
品
車
引
業
者
等
」
と
い
う
。
)

の
営
業
所
(
部
門
号
に
規
定
す

る
営
業
院
を
い
う
。
〉
に
需
号
に
規
定
す
る
非
課
税
口
座
〈
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
非
課
税
日
産
」
と
い
う
。
)
を
出
向

設
し
た
日
か
ら
問
自
の
題
す
る
年
の
一
月
一
設
以
後
十
年
を
藤
議
す
る
日
ま
で
の
鰐
北
支
払
品
化
受
け
る
べ
き
当
該
非
繰
税

ロ
窪
に
係
る
第
一
一
一
十
七
条
の
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
非
課
税
口
座
内
上
場
株
式
等
の
所
得
税
法
第
二
十
四
条
第
一
項
に

権
定
す
る
配
当
等
〈
第
八
条
の
二
第
一
一
墳
に
規
定
す
る
私
募
公
社
債
等
運
用
投
資
橿
託
等
の
収
益
の
分
髭
に
係
る
配
当
等

i

。陀
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、電

及
が
第
八
条
の
…
一
一
間
一
一
頃
に
規
定
す
る
欝
外
私
募
公
社
僚
等
瀦
用
投
資
一
信
抵
等
の
盟
議
等
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
配
当
一
等
い
と
い
う
。
〉
の
う
ち
次
立
掲
げ
る
も
の
〈
当
絞
金
融
繍
品
取
引
業
務
等
が
間
内
に
お
け
る
支
払
の
取
説
者

で
政
令
で
窓
め
る
も
の
で
あ
る
も
の
に
毅
る
。
第
三
十
七
条
の
十
四
第
十
近
議
及
、
び
第
十
七
現
に
お
い
て
「
非
課
税
口
癒

内
上
場
株
式
等
の
蹴
当
等
い
と
い
う
。
〉
に
つ
い
て
は
、
所
得
税
を
課
さ
な
い
。

第
三
十
七
条
の
十
一
の
三
第
二
項
第
一
号
に
抽
掲
げ
る
株
式
等
の
配
当
等
で
、
内
霊
法
人
か
ら
支
払
が
さ
れ
る
当
該
配

当
等
の
支
払
に
係
る
第
八
条
の
四
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
基
準
日
に
お
い
て
そ
の
内
罷
法
人
の
発
行
措
株
式
(
同

号
に
規
定
す
る
発
行
楠
株
式
を
い
う
。
)
又
捻
出
畿
の
総
数
又
は
総
額
の
百
分
の
五
以
上
に
相
当
す
る
数
又
は
金
額
の

続
式
文
は
出
資
を
有
す
る
者
が
当
該
内
器
法
人
か
ら
支
払
を
受
け
る
も
の
以
外
の
も
の

公
社
僚
投
資
倍
託
以
外
の
斑
券
投
棄
…
…
俗
説
で
そ
の
設
地
に
係
る
受
強
権
の
募
集
が
第
八
条
の
悶
第
一
一
明
筋
二
号
に
規

定
ず
る
公
募
は
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
〈
特
定
株
式
投
資
信
託
を
除
く
。
)

の
収
益
の
分
配
に
係
る
配
当
等

第
八
条
の
四
第
一
項
第
一
…
一
号
む
掲
げ
る
持
定
投
資
法
人
の
投
資
口
の
担
当
等

第
十
条
第
六
項
中
「
及
、
び
平
成
二
十
二
年
」
を
「
か
ら
平
成
二
十
四
年
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
十
条
の
こ
の
こ
第
一
項
第
二
号
中
「
苔
油
」
を
「
化
石
燃
料
(
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ 

の
間
開
発
及
、
び
導
入
の
促
進
に
関
す

i



明、}、

( 

ぺ

る
法
律
〈
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
七
十
一
号
)
第
一
一
条
第
一
号
に
相
続
定
ず
る
化
石
燃
料
を
い
う
。
〉
」
に
改
め
、

一
「
資
し
、

又
は
当
該
エ
ネ
ル
ギ 

資
源
の
利
用
に
伴
い
生
ず
る
公
害
そ
の
組
こ
れ
に
準
ず
る
公
共
の
災
符
の
防
止
に
」
を
部
り
、

i

A
W に

掲
げ
る
」
を
「
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
等
の
促
進
に
慨
す
る
特
別
操
穣
法
(
平
成
九
年
法
律
第
ぷ
十
七
号
)
築
工
条
に
規
定

ず
る
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
等
に
饗
す
る
」

に
改
め
、

同
号
イ
及
び
口
を
制
的
る
。

第
十
条
の
三
第
一
一
空
中
「
平
成
ニ
十
一
一
年
一
一
一
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
留
年
一
一
一
月
一
二

一
日
い
に
改
め
、

問
条
第
五

璃
中
「
の
合
計
競
い
を
削
る
。

第
十
条
の
聞
の
見
出
し
を
「
(
事
業
基
線
強
詑
設
備
等
を
車
得
し
た
場
合
等
の
特
別
讃
却
又
は
所
得
説
額
の
特
別
控

韓
)
い
に
改
め
、
問
問
条
第
一
一
項
中
吋
期
間
出
(
」

の
下
に
「
円
以
下
こ
の
項
及
、
び
い
を
部
え
、

「
な
い
当
該
各
口
汚
い
を
「
な
い
事

業
基
盤
強
化
設
備
等
(
当
絞
各
号
」
に
、

「
機
械
及
び
装
陸
並
び
に
器
具
及
び
備
品
で
政
令
」

を
「
減
髄
讃
却
資
遊
〈
第
一

号
か
ら
矯
悪
口
守
ま
で
又
は
第
六
口
汚
か
ら
第
八
号
ま
で
に
定
め
る
機
械
及
び
装
殻
並
び
に
器
具
一
及
び
鏑
口
陥
に
あ
っ
て
は
、
紋

人 

い
に
、

「
〈
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
事
築
基
盤
強
化
投
機
」
と
い
う
い
を
「
に
隈
る
。
)

を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
同
じ
」
に
、

「
又
は
事
業
基
盤
強
化
設
備
い
な
「
又
は
事
業
基
盤
強
化
設
鱒
等
」
に
、

ゴ
第
三
項
」
そ
っ
問
項
」

「
計
算
上
、
当
該
事
業
譲
盤
強
化
設
鱗
い
を
「
計
算
上
、
当
該
事
業
譲
盤
強
北
設
備
等
(
第
五
考
記
定
め
る
減
額
償
却 次

L 



C 

資
産
(
以
下
と
の
項
に
お
い
て

「
情
報
碁
盤
強
化
設
備
等
」
と
い
う
。
〉
に
あ
っ
て
は
、

同
号
に
捧
げ
る
恒
人
の
供
用
加
年
の

指
定
期
間
内
氏
お
い
て
当
該
個
人
が
事
業
の
用
に
供
し
た
情
報
基
盤
強
北
殺
備
等
の
取
得
価
額
の
合
計
額
が
政
令
で
定
め
る

金
額
以
上
で
あ
る
場
合
の
当
該
梧
報
接
盤
強
北
設
備
等
じ
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
滴
用
対
象
事
業
譲
盤
強
化
設
犠

等
」
と
い
う
。
)
」
に
)

「
事
業
基
毅
強
化
設
備
に
つ
い
て
」
を
「
適
照
対
象
事
業
慕
盤
強
記
設
備
等
に
つ
い
て
」
に
改

め
、
問
要
た
、
だ
し
殺
問
中
「
事
業
譲
盤
強
化
設
備
い
を
「
適
用
対
象
事
業
基
盤
強
化
設
錆
等
」
に
改
め
、
関
磯
第
四
号
中
門
翻

入
〈
当
該
事
業
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
特
定
の
事
業
以
外
の
事
業
仙
台
営
む
者
に
あ
っ
て
は
、
」
及
び
「
に
限
る
。
〉
」
を
削
削

り
、
同
項
第
七
号
を
同
一
頃
第
八
号
と
し
、
開
明
第
六
ロ
げ
を
問
項
第
七
号
と
し
、
同
現
第
五
号
を
同
現
第
六
号
と
し
、
問
項
第

関
口
げ
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

製
造
業
そ
の
他
情
報
基
盤
の
強
化
が
事
業
基
盤
の
強
化
に
燦
す
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
事
業
安
営
む
第
十
条

壌
に
瑚
定
す
る
中
小
企
業
者
に
該
当
す
る
傭
人

当
該
情
報
碁
盤
の
強
誌
に
資
す
る
誠
錨
議
蒋
資
産
で
財
務
省
令

で
定
め
る
も
の

第
十
条
の
圏
第
一
命
現
中
「
事
業
基
盤
強
化
設
譲
」
を
「
適
用
対
象
事
業
基
盤
強
北
設
構
等
い
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

「
事
業
某
盤
強
化
設
穣
を
」
そ
「
事
業
義
盤
強
化
設
構
等
療
に
に
、 

J
d
叫
級
事
業
基
膝
強
化
設
議
に
つ
き
い
を
「
遺
贈
対
象

llB 
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"⑤ 

事
業
基
盤
強
化
設
構
等
ζ
っ
き
」
に
、

「
事
業
基
盤
強
化
設
構
の
」
を
「
適
用
対
象
事
業
基
盤
強
化
設
備
等
の
」
に
改
め
、

向
条
第
四
項
中
「
事
業
基
盤
強
化
設
備
」
を
「
適
用
対
象
事
業
基
盤
強
化
設
構
等
」
に
攻
め
、
開
条
第
五
項
中
「
の
合
計

額
」
晶
化
削
り
、
鍔
条
第
六
項
中
吋
事
業
譲
盤
強
化
設
綴
」
を
「
適
用
対
象
事
業
基
線
強
化
投
繍
等
」
に
改
め
、
鍔
条
第
八
項

中
「
事
業
議
議
強
化
設
髄
」
そ
「
一
認
霧
器
盤
強
北
設
繍
等
汁
に
改
め
、
開
条
端
。
九
.
嶋
中
「
事
築
基
撒
強
化
投
鏑
い
そ
「
瀧
潟

対
象
事
業
基
整
強
佑
設
備
等
」
に
改
め
、
同
条
第
十
一
一
環
中
「
事
業
基
盤
強
化
設
欝
い
を
「
事
業
基
盤
強
化
設
儲
等
い
立
改

め
る
。

と
す
る
。

第
十
条
の
六
を
割
る
。

第
十
条
の
七
第
一
一
様
第
七
号
中
「
第
十
条
の
五
欝
一
ニ
潟
J

そ
「
前
条
第
三
瀬
川
」
に
改
め
、
問
項
第
八
号
を
部
り
、
部
門
条
第

一
一
項
中
つ
第
十
条
の
忍
郷
凹
聴
い
そ
削
り
、
部
門
条
第
一
一
一
環
中
「
、
第
十
条
の
蕊
第
蕊
.
鳴
い
そ
削
り
、
関
条
そ
鱗
ふ 

条
の
ふ
ハ

i

第
十
一
条
の
二
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

青
色
申
告
書
を
提
出
す
る
個
人
で
そ
の
麓
設
等
に
つ
き
地
震
防
災
の
た
め
の
対
策
を
早
急
に
講
ず
る
必
要
が
あ
る
も
の

と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
が
、
昭
和
六
十
二
年
題
月
一
日
か
ら
平
成
一
一
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
障
に
、
大
韓
模
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•  

() 

地
震
対
案
特
別
措
置
法
(
昭
和
五
十
三
年
誌
律
第
七
十
三
号
)
第
二
条
第

号
と
規
定
す
る
地
震
防
災
対
案
強
化
地
域
そ

の
強
の
地
震
防
災
の
た
め
の
対
築
を
緊
急
に
…
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
胤
域
と
し
て
政
令
で
定
め
る
誕
域
内

L
に
お
い
て
、
地
震
防
災
に
資
す
る
機
械
及
が
い
談
罷
そ
の
他
の
減
僻
償
却
資
政
で
政
令
で
定
め
る
も
の
の
う
ち
そ
の
製
作
者

し
く
は
綾
殺
の
後
一
事
業
の
用
に
供
さ
れ
た
と
と
の
な
い
も
の
〈
以
下
と
の
条
に
お
い
て
「
地
織
防
災
対
採
用
資
蒸
」
と
い

一
う
。
)
を
取
得
し
、

又
は
地
盤
防
災
対
策
沼
資
殺
を
製
作
し
、
若
し
く
は
建
設
し
て
、
と
れ
を
当
該
個
人
の
事
業
の
男
に

供 

た
場
合
{
所
有
権
移
転
外
リ
!
ス
歌
山
れ
に
よ
り
取
得
し
た
当
該
地
震
訪
災
対
策
回
出
資
産
を
そ
の
事
業
の
用
に
供
し
た

場
合
を
幹
部
く
。
)
に
は
、

そ
の
事
業
の

に
供
し
た
日
の
属
す
る
年
に
お

る
当
該
館
入
の
事
業
所
得
の
金
額
の
計
算

上
、
当
該
地
震
防
災
対
策
用
資
産
の
横
鍔
饗
と
し
て
必
要
経
費
に
算
入
す
る
余
犠
誌
、
所
持
税
法
第
四
十
九
条
第
一
績
の

焼
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
敵
地
緩
鈷
災
対
築
間
関
資
躍
に
つ
い
て
問
機
の
規
定
に
よ
り
計
簿
し
た
倹
却
費
の
額
と
そ
の
取
得

僚
鱗
の
寄
分
の
二
十
に
相
当
す
る
金
額
と
の
合
計
額
以
下
の
金
額
で
当
該
例
入
が
必
饗
経
費
と
し
て
計
算
し
た
金
額
と
す

る
。
た
だ
し
、
当
該
地
議
防
災
対
策
用
資
露
の
撲
部
費
と
し
て
同
墳
の
規
定
に
よ
り
必
要
経
費
に
算
入
さ
れ
る
金
額
を
下

る
こ
と
誌
で
き
な
い
。

第
十
一
条
の
闘
を
削
る
。 

一L 
y、
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七

協
十
一
条
の
蕊
第
ニ
璃
中
吋
第
十
一
条
の
班
第
…
寝
本
文
い
を
「
第
十
…
条
の
州
側
燐
一
明
本
文
い
に
改
め
、
開
条
を
欝
十

一
条
の
屈
と
す
る
。

第
十
一
条
の
六
を
削
る
。

第
十
一
条
の
七
第
二
明
中
「
第
十
一
条
の
七
第
一
議
本
文
い
を
「
第
十
一
条
の
五
第
一
一
唄
本
文
い
と
改
め
、
問
条
を
第
十

一
条
の
五
と
す
る
。

第
十
二
条
第
一
項
の
表
の
第
一
号
ロ
中
「
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
判
別
措
置
法
」
の
下
に
「
(
平
成
十
ニ
年
法
律
第
十
五

号
〉
」
を
加
え
る
。

瀦
十
一
二
条
繁
一
一
一
璃
中
「
一
平
成
ニ
十
一
一
年
一
一
一
月
一
一
一
十
一
自
」
を
「
平
成
一
一
十
一
一
一
年
一
一
一
月
三
十
一
日
い
に
殺
め
、
問
条
第
近
現

第
三
号
中
「
第
七
十
一
条
第
一
現
」
を
〔
第
四
十
一
一
一
条
第
三
一
壊
に
規
定
す
る
身
体
脇
陣
容
者
又
は
知
的
鱒
害
者
で
あ
る
結
時
間
間

労
働
者
、

罰
条
第
五
項
」
に
、

「
第
七
十
二
条
の
六
」
を
「
第
七
十
一
条
第
一
環
」
に
改
め
る
。

第
十

条
の
見
出
し
を
「
〈
高
齢
者
向
け
鑓
向
浪
費
議
住
宅
の
割
憎
償
却
岬
)
い
に
改
め
、
問
条
第
一
一
項
を
制
的
り
、
同
条
第
二

壊
や
「
(
そ
の
年
分
の
不
動
産
所
得
の
金
額
の
計
算
上
必
袈
経
駿
に
算
入
す
る
償
却
費
の
額
の
辞
算
に
関
し
前
明
の
規
定
の

適
用
を
受
け
る
も
の
を
捨
く
。
)
」
を
削
り
、
間
関
壌
を
同
条
第
一
項
と
し
、
出
向
条
第
三
積
中
門
前
一
一
環
」
を
「
前
一
唄
」
に
、
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ジ
」
れ
ら
」
を
「
同
市
制
」
に
改
め
、

「
中
心
市
街
地
優
良
質
費
生
宅
又
は
」
を
削
り
、
問
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
日
間
条
第

四
項
中
「
又
泣
第
二
項
」
を
削
り
、

項
を
同
条
第
三
項
と
す
る
。

第
十
九
条
第
一
号
中
「
第
十
条
の
六
い
を
吋
第
十
条
の
況
」
に
改
め
る
。

第一一ふ� 1
条
第
一
一
同
制
中
叶
平
成
一
一
十
一
一
年
い
を
「
平
成
…
…
十
的
年
」
に
改
め
る
。

第
ニ
十
条
の
三
一
第
一
現
山
中
「
平
成

六
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
四
年
三
月
三

一
�
 」に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
第
一
項
中
「
平
成
二

二
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
五
年
三
豆
二

一
�
 」に
改
め
る
。

4

第一� 
十
八
条
の
ニ
第
一
一
場
中
「
平
成
一
一

二
年
一
…
一
月
三
十
一
日
」
を
吋
平
成
一
一
十
四
年
三
月
三
十
一
日
し
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
の
部
第
五
明
郷
…
吟
中
雇
用
一
五
十
部
同
時
の
一
一
ご
を
「
第
五
十
四
勢
の
聞
い
に
改
め
る
。

第
二
十
九
条
そ
次
の
よ
う
に
積
め
る
。

第
二
十
九
条
部
捨

第
五
十
一
条
第
三
編
第
一
丹
中
「
第
一
一
一
十
部
号
の
一
ニ
」
を
吋
第
一
ニ
十
部
号
の
閥
」
に
改
め
る
。

勝
一
一
一
十
一
一
一
条
の
一
一
一
郷
三
戦
中
「
中
心
市
御
憾
の
沼
教
化
に
関
す
る
法
律
い
の
下
に
「
〈
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
一
口
げ
〉
」

を
加
え
る
。

E
E

/¥ 
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刷
用
一
一
一
十
四
条
第
一
一
撲
中
「
、
第
…
一
…
十
七
条
の
九
の
三
」
を
揺
り
、
出
向
条
第
一
一
項
第
四
号
中
「
第
十
一
一
一
条
第
…
項
」

一
一
十
条
鰯
…
璃
い
に
絞
め
る
。

第
一
ニ
十
四
条
の
一
一
第
一
環
ゃ
っ
第
一
点
十
七
条
の
九
の
一
一
一
」
そ
制
的
り
、
開
条
第
一
一
明
鰐
一
号
中
「
第
六
時
及
川
日
第
十
一

号
」
を
「
第
十
号
」
立
改
め
、
問
項
第
六
号
を
削
り
、
問
項
第
七
口
可
愛
関
環
第
六
号
と
し
、
問
現
第
八
口
汚
か
ら
第
十
号
ま
で

を
一
号
、
ず
つ
繰
り
上
、
げ
、

慰
問
項
第
十
一
号
中
「
第
七
号
」

を
「
第
六
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
号
と
し
、
問
的
現
第
十

一
号
の
一
一
中
「
第
七
号
」

を
「
第
六
号
」
に
改
め
、
同
号
を
陪
事
第
十
一
号
と
し
、
問
項
第
二
十
回
出
号
中
「
第
五
十
九
条
」

を
「
第
七
十
ニ
条
」
に
、

「
第
六
十
条
第
一
項
目
」
を
「
第
七
十
三
条
第
一
項
」
に
、

「
第
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
条

第
一
現
い
じ
、

「
貸
付
け
を
舎
む
も
の
と
し
」

項
中
「
第
一
項
」

「
第
一
平
岡
ゆ
第
五
節
」
を
「
錨
ニ
章
第
閤
節
」
に
改
め
る
。

第
一
二
十
四
条
の
去
第
一
壊
や
で
第
一
一
一
十
七
条
の
九
の
一
一
一
い
を
揺
る
。

第
一
…
一
十
六
条
の
一
一
第
一
寝
中
「
平
成
一
一
十
一
年
十
二
月

一
門
口
い
そ
「
平
成
一
一
十
五
年
十
…
…
悶
月
五
十
一
諮
い
に
改
め
、

の
下
に
つ
当
該
識
護
資
離
の
譲
渡
に

mm
る
対
価
の
額
が
ニ
僚
悶
川
を
超
え
る
も
の
」
を
加

ぇ
、
同
条
第
二
項
中
「
平
成
二
十
一
年
十
二
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
三
年
十
一
一
月
五
十
一
日
」
に
故
め
、

開
条
第
六

の
下
に
つ
第
三
項
及
び
第
四
項
」
を
超
え
一

問
要
を
開
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
第
三
項
」

二
一
九

を
「
第
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3
 を
「
第
五
項
」

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
詞
条
第
四
項
を
湾
条
第
六
項
と

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
開
じ
。
)
」
を
割
り
、

項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

、
同
条
第
三
項
中
「
(
前
項
に
お

「
第
一
一
演
の
」

を
「
伺
項
の
」

に
改
め
、
同

第
一
一
場
日
(
詰
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

)
の
規
定
は
、
譲
諜
資
産
の
譲
渡

を
し
た
弱
者
人
が
、
当
該
譲
援
を
し
た
日
の
属
す
る
年
又
は
そ
の
年
の
前
年
若
し
く
は
前
々
年
に
、
当
誠
譲
欄
資
産
と
色
体

と
し
て
部
該
錨
人
の
居
住
の
朋
に
併
さ
れ
て
い
た
家
屋
又
は
土
地
若
し
く
は
土
地
の
上
記
存
す
る
権
耕
の
践
渡
〈
第
三
十

五
条
の 
mm
第
一
壌
に
措
定
す
る
収
用
交
換
等
に
よ
る
譲
渡
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
鱗
諜
〈
衣
現
に
お
い
て

吋
収
用
交
換

縦
一
叶
に
よ
る
議
濃
い
と
い
う
。
〉
そ
除
く
。
以
下
こ
の
墳
及
び
次
壌
に
お
い
て

辺
倒
一
一
一
年
以
内
の
譲
渡
い
と
い
う
。
)
を
し

て
い
る
場
舎
は
お
い
て
、
当
絞
前
一
一
一
年
以
内
の
融
機
に
係
る
対
鎮
の
鱗
と
当
該
議
諜
滋
決
議
の
譲
擦
に
係
る
対
錨
の
額
と
の

合
計
鱗
が
二
磯
丹
を
趨
ゆ
え
る
と
と
と
な
る
と
き
は
、
滴
用
し
な
い
。

4

第
一
一
様
の
規
定
は
、
誠
護
資
産
の
譲
擦
を
し
た
個
人
が
、
当
該
譲
漉
を
し
た
自
の
属
す
る
年
の
翌
年
又
は
翌
々
年
に
、

当
該
譲
謹
滋
減
産
と
一
体
と
し
て
当
該
似
人
の
謄
住
の
用
に
供
さ
れ
て
い
た
家
鑓
又
は
土
地
若
し
く
は
土
地
の
上
に
存
す
る

語
科
の
議
議
(
収
用
交
換
等
に
よ
る
韻
波
を
除
く
。
)
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
家
屋
又
辻
土
地
若
し
く
は
土
地
の
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上
に
存
す
る
権
利
利
の
譲
渡
に
係
る
対
価
の
額
と
当
該
譲
護
資
産
の
譲
渡
に
係
る
対
留
の
額
(
前
三
年
以
内
の
譲
護
が
あ
る

場
合
に
は
、
前
壌
の
合
計
駿
〉
と
の
合
計
額
が
ニ
盤
円
を
超
え
る
と
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
適
用
し
な
い
。

郷
三
十
六
条
の
五
第
問
項
中
必
則
一
一
明
又
は
第
一
一
壌
の
い
な
刊
第
一
一
明
か
ら
第
一
一
一
項
ま
で
の
」
に
、

「
第
三
十
六
条
の

第
一
頃
又
は
第
一
一
例
吸
い
を
「
第
一
一
一
十
六
条
の
コ
一
機
…
叫
明
か
ら
第
一
ニ
項
ま
で
い
に
改
め
、
縮
問
壊
な
同
条
第
双
現
と
し
、

一
一
一
項
中
「
若
し
く
は
前
項
第
ニ
号
」
を
「
、
第
ニ
項
第
二
号
若
し
く
は
前
理
」
に
、

「
再
現
第
二 

号
」
に
改
め
、
胃
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

3
4
e
叶
第
二
項
第
一 

a

譲
渡
資
涯
の
議
諜
に
つ
き
前
条
第
一
項
〈
開
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)

の
規
定
の
適
用
を
受
け

ザ
人
い
る
審
法
、
間
関
条
第
四
項
の
規
定
に
該
当
す
る
と
と
と
な
っ
た
場
合
に
は
、

た
ロ
は
か
ら

そ
の
該
部
す
る
と
と
と
な
っ
た
譲
撲
を
し

同
バ
品
化
経
過
す
る
日
ま
で
に
当
核
瀦
韓
議
議
の
繍
渡
そ
し
た
胞
の
麟
ず
る
年
分
の
所
得
税
に
つ
い
て
の
鯵
正
取

告
晶
一
一
日
を
援
出
し
、

か
っ
、
当
該
期
眼
内
に
当
一
該
申
告
審
の
提
出
に
よ
り
納
付
す
べ
き
税
額
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

第
一
三
十
六
条
の
四
中
「
若
し
く
は
第
二
項
」
を
「
か
ら
第
三
項
ま
で
」
に
、

「
居
間
条
第
三
項
」
を
「
同
条
第
題
落
(
」
に
改

め
る
。

仁� 

‘ 
“( 

仁
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第
三
一
十
六
条
の
五
中
「
平
成
二
十
一
年
十
二
月
三
十
一
日
」

を
「
平
成
二
十
三
年
十
二
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

第
三
十
七
条
の
六
第
一
項
中
「
及
、
び
第
三
十
七
条
の
九
か
ら
第
三
十
七
条
の
九
の
三
ま
で
」

「
、
第
三
十
七
条
の
九
及

び
第
三
十
七
条
の
九
の
二
」
に
改
め
る
。

第
三
十
七
条
の
九
の
三
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
十
七
条
の
九
の
三

第
三
十
七
条
の
十
第
一
項
中
「
、
第
三
十
七
条
の
十
一
の
二
」

を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
、
第
一
項
」
を

「
、
同
法
及

び
乙
の
章
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
二
条
第
十
二
号
の
二
に
規
定
す
る
分
割
法
人
(
信
託
の
分
割
に
よ
り
そ
の
信
託

財
産
の
一
部
を
受
託
者
を
同
一
と
す
る
他
の
信
託
又
は
新
た
な
信
託
の
信
託
財
産
と
し
て
移
転
す
る
法
人
課
税
信
託
に
係
る

所
得
税
法
第
六
条
の
三
に
規
定
す
る
受
託
法
人
を
含
む
。
)
の
株
主
等
に
法
人
税
法
第
二
条
第
十
一
一
一
号
の
三
」
を
「
第
二
条

第
十
二
号
の
九
イ
に
規
定
す
る
分
割
対
価
資
産
と
し
て
同
条
第
十
二
号
の
三
」
に
改
め
、

「
(
当
該
株
主
等
に
対
す
る
株
式

又
は
出
資
に
係
る
剰
余
金
の
配
当
又
は
利
益
の
配
当
と
し
て
交
付
が
さ
れ
た
法
人
税
法
第
二
条
第
十
二
号
の
九
に
規
定
す
る

分
割
対
価
資
産
以
外
の
金
銭
そ
の
他
の
資
産
を
除
く
。
)
」
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
、
第
一
項
」
を

「
、
所
得
税
法
及

び
乙
の
章
」
に
改
め
、 

同
項
第
一
号
中
「
そ
の
株
式
等
証
券
投
資
信
託
」
を
「
そ
の
公
募
株
式
等
証
券
投
資
信
託
等
(
株
式

を

削
除

O 
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=ー吋調町 

. 
. 


O 




γ 


<' 

，" 

等
証
券
投
資
信
託
」
に
、

「
以
下
」
を
「
)
及
び
特
定
受
益
証
券
発
仔
需
託
(
そ
の
受
益
権
が
金
融
高
品
歌
山
引
法
第
二
条
第

十
六
項
に
規
定
す
る
金
融
高
品
敦
引
所
に
上
場
さ
れ
て
い
る
こ
と
そ
の
能
の
政
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
に
限

る
。
〉
を
い
う
。
以
下
」
に
、

「
「
公
募
綜
式
等
証
券
投
資
信
託
」
と
い
う
い
を
「
同
じ
」
に
、

「
当
該
公
募
株
式
等
証
券

投
資
信
託
い
を
「
当
該
公
募
株
式
等
技
券
投
燦
信
託
等
」
に
改
め
、
間
関
慣
例
第
一
一
吟
中
「
公
募
株
式
等
監
券
投
資
…
…
総
統
い
そ

「
公
募
株
式
等
粧
券
投
資
…
…
惜
髭
等
い
に
、

「
倍
託
さ
れ
た
金
額
〈
所
得
税
諾
第
一
一
条
第
一
一
明
第
十
四
号
に
揖
定
す
る
オ 

プ
i

ン
型
の
薮
券
投
資
信
託
に
あ
っ
て
は
当
該
金
額
の
う
ち
問
法
第
九
条
第
一
環
第
十
一
号
に
掲
げ
る
収
益
の
分
配
に
充
て
ら
れ

る
べ
き
部
分
の
金
額
を
控
除
し
た
金
額
と
し
、
」
を
「
信
託
さ
れ
て
い
る
金
額
(
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
己
信
託
さ
れ

た
」
を
「
信
託
さ
れ
て
い
る
」
に
改
め
、
日
間
条
第
六
項
第
一
号
中
「
第
三

閉
山
号
の
三
」
を
「
第
三
十
四
号
の
醤
」
に
股
め

第
一
点
十
七
条
の
十
の
ニ
第
一
一
噴
出
ヤ
「
が
上
場
崎
将
式
等
ひ
仙
台
「
〈
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
特
疲
日
離
に
移
管
さ
れ

た
も
の
を
梯
く
。
〉
が
上
場
株
式
等 

C

に
改
め
、
問
項
第
一
一
号
中
「
綜
式
会
社
」
の
下
に
「
又
は
投
資
信
託
及
、
び
投
資
法

人
に
関
す
る
法
律
第
…
一
条
第
十
ニ
壌
に
議
定
す
る
投
資
法
人
」
を
加
え
る
。

第
三 
4
1
七
条
の
十
一
及
、
び
第
三
十
七
条
の
十
一
の
二
を
次
の
よ
う
に
攻
め
る
。

る



4 

第
一
一
十
七
条
の
十
一
民
ひ
第
三
十
七
条
の
十
一
の
ニ

第
一
一
一
十
台
条
の

項
第
三
号
い
を
「
第
間
十
一
一
条
の
一
二
第
三
項
第
三
号
μ

削
除

一
の
悶
一
一
第
一
事
中
「
の
譲
漉
以
外
」
を
「
以
外
」
に
絞
め
、
日
向
条
鱗
八
項
中
「
第
問
問
ム 
i

ニ
条
の
一
一
一
第
一

に
改
め
る
。

第
一
二
十
七
条
の
十
一
一
第
一
環
第
矧
号
を
削
る
匂

第
三
十
七
条
の
十
四
を
次
の
よ
う
に
殺
め
る
。

〈
非
課
税
口
産
内
の
少
額
上
場
株
式
等
に
係
る
議
漉
所
得
等
の
非
課
税
)

i

第
一
二
十
七
条
の
ふ 

四

居
住
者
又
は
屋
内
に
悩
久
的
接
設
ゆ
公
有
す
る
非
居
住
者
が
、
非
続
税
口
座
を
開
設
し
た
白
か
ら

の
属
す
る
年
の
一
月
…
日
以
後
十
年
後
経
過
す
る
日
ま
で
の
関
に
、
非
課
説
上
場
株
式
等
管
理
線
約
に
基
づ
き
潟
諮
非
課

税
口
座
に
係
る
振
替
口
座
簿
(
社
機
、
株
式
等
の
挺
警
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
援
護
口
座
簿
を
い
う
。
第
四
項
及
、
び

第
五
項
と
お
い
て
同
じ
。
〉
に
記
載
若
し
く
は
記
録
が
さ
れ
、

又
は
当
該
非
課
税
口
販
に
保
管
の
議
椛
が
さ
れ
て
い
る
第

一
一
一
十
七
条
の
十
一
の
と
第
ニ
寝
に
調
定
ず
る
上
場
株
式
等
(
次
壌
か
ら
第
四
項
ま
で
に
お
い
て
吋
非
課
税
口
脳
内
上
場
株

式
等
」
と
い
う
。
〉
の
当
該
非
課
税
上
場
株
式
等
管
理
課
約
に
基
づ
く
議
機
(
こ
れ
に
類
す
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め

る
も
の
を
合
む
も
の
と
し
、
金
融
高
品
取
引
法
第
二
十
八
条
第
入
項
第
三
号
イ
に
持
、
げ
る
・
取
引
の
方
法
に
よ
り
行
う
も
の

立雪

。
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そ
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
〉
晶
化

た
場
合
に
は
、
当
該
鶏
渡
に
よ
る
事
難
所
得
、
譲
渡
所
得
及
が
雑
摂
得

税
〈
第
一
一
一
十
一
一
条
第
…
一
項
の
規
定
に
級
以
叫
す
る
議
諜
孫
棚
開
校
除
く
。
〉
に
つ
い
て
は
、
所
得
税
そ
盟
さ
な
い
。

2

非
諜
税
上
場
株
式
等
管
鴫
契
約
に
謀
づ
く
非
畿
税
口
座
向
上
場
株
式
等
の
識
撹
に
よ
る
収
入
金
額
が
潜
該
非
課
税
口
捷

向
上
場
株
式
等
の
所
得
税
法
第
三
十
一
一
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
取
得
費
及
び
そ
の
譲
渡
に
援
し
た
費
患
の
鎮
の
合
計
額
又

泣
そ
の
譲
渡
に
係
る
必
要
経
費
に
満
た
な
い
場
合
花
お
け
る
そ
の
不
足
額
は
、
所
得
税
に
揺
す
る
法
令
の
規
定
の
連
用
に

つ
い
て
は
、
な
い
も
の
と
み
な
す
。

3

4
剣
士
寝
の
場
合
に
お
い
て
、
居
住
者
又
試
箆
売
に
恒
久
的
施
設
を
有
す
る
非
居
住
者
が
、
非
課
税
上
場
株
式
等
管
理
契

約
に
基
づ
き
非
課
税
口
座
内
上
場
株
式
等
〈
そ
の
者
が
竺
以
上
の
非
課
税
口
座
を
有
す
る
場
合
立
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
非
視

臓
に
係
る
非
課
税
日
感
内
上
場
株
式
等
。
以
下
こ
の
頃
に
お
い
て
同
じ
。
〉
の
譲
撲
を
し
た
と
き
は
、
政
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
非
課
税
時
議
出
向
上
場
総
式
等
の
機
波
に
よ
る
事
業
所
得
の
金
額
、
譲
渡
罰
処
刊
の
金
額
又
は
雑
所

得
の
金
額
と
羽
織
非
繰
税
日
鹿
内
上
場
縁
式
等
以
外
の
株
式
等
〈
第
…
…
…
十
七
条
の
ふ 

第
一
一
環
に
鏡
ゆ
必
ず
る
株
式
等
そ
い

ゆ
っ
。
)
の
譲
漉
に
よ
る
事
業
所
得
の
金
額
、
競
技
所
得
の
金
額
又
は
雑
所
得
の
金
額
と
そ
思
分
し
て
、
こ
れ
ら
の
金
離
を

計
算
す
る
も
の
と
す
る
。
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